
団体の取り組みたい
課題や学びの相談、
問合せ等

団体の取り組みたい
課題や学びの相談、
問合せ等

市へ申込
（事業計画等の提出）

市へ申込
（事業計画等の提出）

審査会
（市）

【問合先】
薩摩川内市コミュニティ課 市民活動センター
（ＳＳプラザせんだい内）
〒895-0012 薩摩川内市平佐一丁目18番地
TEL：０９９６－２５－６２１０
FAX：０９９６－２５－６１８８
E-Mail:diversity-shimin@city.satsumasendai.lg.jp

補助金
の交付

採択
（審査結果の通知）

採択
（審査結果の通知）

事業の実施・
実績報告書等
の提出

事業の実施・
実績報告書等
の提出

Step1 Step2 Step3 Step4

これから活動を開始する又
は活動間もない団体（概ね
３年未満）が実施する事業
に対し、初期段階で補助す
るコース

これまでの活動を発展させる
ために新たに実施する又は拡
大する事業に対し、補助する
コース

特に高齢化率の高い自治会の
活性化や課題解決に向けた公
共的な支援として実施する事
業に対し、補助を行うコース

※交付決定できる予算が尽きた場合には、以後の申請受付はいたしません。

この補助金は、地域活性化のために自ら企画して、公益的活動を行う市民活動団体等の
実施する事業に対して交付する補助金です。
さらに、当該団体等の育成や、活動の促進を図るとともに、市民との共生・協働による
まちづくりの推進に寄与することを目的としています。

▲令和７年度採択団体
のご紹介HP

補助上限補助率補助回数

いずれも20万円
（千円未満切り捨て）

×80%

補助
対象経費

1回目

×70%2回目

×50%3回目

補助上限補助率補助回数※

いずれも100万円
（千円未満切り捨て）

×80%

補助
対象経費

1回目
×60%2回目
×50%3回目
×30%4回目

補助上限補助率補助回数

24万円
（千円未満切り捨て）

補助対象経費×75%なし

※スタートアップコースと併せて補助回数は通算５回まで
※従来の薩摩川内市提案公募型補助金の補助金の交付を受けたことのある事
業（団体）については、同補助金の交付を受けた回数を補助金の回数に通算します。


